
寒 川 町 指定 居 宅介 護支 援 事 業者 の 指定 等に 関 す る規 則 新旧 対照 表  

現 行  改 正 案  

第 1条  (略 ) 

(指 定 の 申請 等 ) 

第 1条  (略 ) 

(指 定 の 申請 等 ) 

第 2条  法 第 79条 第 1項 の 規 定 に よ る 指 定

居 宅 介 護 支 援 事 業 者 (以 下 「 指 定 事 業

者 」 と い う 。 )の 申 請 は 、 指 定 居 宅 介 護

支 援 事 業 者 指 定 申 請 書 (第 1号 様 式 )に よ

り 行 う もの と する 。  

(削 る ) 

2＿ ＿  町 長 は 、 前 項 ＿ ＿ ＿ ＿ _の 規 定 に

よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を

審 査 し 、 そ の 結 果 を 指 定 居 宅 介 護 支 援

事 業 者 指 定 決 定 (申 請 却 下 )通 知 書 (第 2

号 様 式 )に よ り 、 当 該 申 請 を し た 者 に 通

知 す る もの と する 。  

第 2条  町 長 は 、 法 第 79条 第 1項 の 規 定 に

よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を

審 査 し 、 そ の 結 果 を 指 定 居 宅 介 護 支 援

事 業 者 指 定 決 定 (申 請 却 下 )通 知 書 (第 1

号 様 式 )に よ り 、 当 該 申 請 を し た 者 に 通

知 す る もの と する 。  

3  法 第 46条 第 1項 の _指 定 を 受 け た 者 は 、

そ の 旨 を 当 該 指 定 に 係 る 事 業 所 の 見 や

す い 場 所に 標 示す るも の と する 。  

2  前 項 の 規 定 に よ り 指 定 を 受 け た 者 は 、

そ の 旨 を 当 該 指 定 に 係 る 事 業 所 の 見 や

す い 場 所に 標 示す るも の と する 。  

(変 更 の 届出 等 ) (削 る ) 

第 3条  法 第 82条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 省

令 第 132条 第 1項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の 変

更 に 係 る も の に あ っ て は 指 定 居 宅 介 護

支 援 事 業 者 指 定 事 項 変 更 届 出 書 (第 3号

様 式 )に よ り 、 休 止 し た 事 業 の 再 開 に 係

る も の に あ っ て は 指 定 居 宅 介 護 支 援 事

業 者 廃 止 ・ 休 止 ・ 再 開 届 出 書 (第 4号 様

式 )に よ り、 そ れぞ れ行 う も のと す る。  

 

2  法 第 82条 の 2の 規 定 に よ る 届 出 は 、 指

定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 廃 止 ・ 休 止 ・ 再

開 届 出 書 (第 4号 様 式 )に よ り 行 う も の と

す る 。  

 

(指 定 の 更新 申 請 ) (指 定 の 更新 申 請 ) 

第 4 条  法 第 79 条 の 2 の 規 定 に よ る 申 請

は 、 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 指 定 更 新

申 請 書 (第 5号 様 式 )に よ り 行 う も の と す

る 。  

(削 る ) 

2＿ ＿  町 長 は 、 前 項 ＿ ＿ ＿ _の 規 定 に よ

る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審

査 し 、 そ の 結 果 を 指 定 居 宅 介 護 支 援 事

業 者 指 定 更 新 決 定 (更 新 却 下 )通 知 書 (第

6号 様 式 )に よ り 、 当 該 申 請 を し た 者 に

第 3条  町 長 は 、 法 第 79条 の 2の 規 定 に よ

る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審

査 し 、 そ の 結 果 を 指 定 居 宅 介 護 支 援 事

業 者 指 定 更 新 決 定 (更 新 却 下 )通 知 書 (第

2号 様 式 )に よ り 、 当 該 申 請 を し た 者 に



通 知 す るも の とす る。  通 知 す るも の とす る。  

(指 定 の 取消 ＿ ) (指 定 の 取消 し ) 

第 5条  法 第 84条 の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消

し 又 は 停 止 は 、 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業

者 指 定 取 消 ・ 停 止 通 知 書 (第 7号 様 式 )に

よ り 行 うも の とす る。  

第 4条  法 第 84条 の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消

し 又 は 停 止 は 、 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業

者 指 定 取 消 ・ 停 止 通 知 書 (第 3号 様 式 )に

よ り 行 うも の とす る。  

(事 業 情 報の 提 供 ) (事 業 情 報の 提 供 ) 

第 6条  町 長 は 、 第 2条 か ら 第 4条 ま で の 規

定 に よ る 申 請 若 し く は 届 出 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ を 受 理 し た と き 、 又 は 前 条

に 規 定 す る 指 定 の 取 消 し 若 し く は 停 止

を し た と き は 、 都 道 府 県 、 国 民 健 康 保

険 団 体 連 合 会 そ の 他 の 機 関 に 対 し て 、

当 該 事 業 所 に 関 す る 情 報 の う ち 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 提 供 す る こ と が で き る も

の と す る。  

第 5条  町 長 は 、 第 2条 及 び 第 3条 ＿ ＿ の 規

定 に よ る 申 請 若 し く は 法 第 82条 の 規 定

に よ る 届 出 を 受 理 し た と き 、 又 は 前 条

に 規 定 す る 指 定 の 取 消 し 若 し く は 停 止

を し た と き は 、 都 道 府 県 、 国 民 健 康 保

険 団 体 連 合 会 そ の 他 の 機 関 に 対 し て 、

当 該 事 業 所 に 関 す る 情 報 の う ち 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 提 供 す る こ と が で き る も

の と す る。  

(1)～ (7) (略 ) (1)～ (7) (略 ) 

(補 則 ) (補 則 ) 

第 7条  (略 ) 第 6条  (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

第 1号 様 式 (第 2条関 係 ) 第 1号 様 式 (第 2条関 係 ) 

(別 添 の とお り ) (別 添 の とお り ) 

第 2号 様 式 (第 2条関 係 ) 第 2号 様 式 (第 3条関 係 ) 

(別 添 の とお り ) (別 添 の とお り ) 

第 3号 様 式 (第 3条関 係 ) 第 3号 様 式 (第 4条関 係 ) 

(別 添 の とお り ) (別 添 の とお り ) 

第 4号 様 式 (第 3条関 係 ) (削 る ) 

(別 添 の とお り )  

第 5号 様 式 (第 4条関 係 )  

(別 添 の とお り )  

第 6号 様 式 (第 4条関 係 )  

(別 添 の とお り )  

第 7号 様 式 (第 5条関 係 )  

(別 添 の とお り )  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

 こ の 規 則は 、 令和 6年 4月 1日 から 施 行す

る 。  

 



現 行  改 正 案  

第 1号 様 式 (第 2条関 係 ) 第 1号 様 式 (第 2条関 係 ) 

 

 



 

 



 

現 行  改 正 案  

第 2号 様 式 (第 2条関 係 ) 第 2号 様 式 (第 3条関 係 ) 

  



 

現 行  改 正 案  

第 3号 様 式 (第 3条関 係 ) 第 3号 様 式 (第 4条関 係 ) 

  



 

現 行  改 正 案  

第 4号 様 式 (第 3条関 係 ) (削 る ) 

 



 

現 行  改 正 案  

第 5号 様 式 (第 4条関 係 ) (削 る ) 

 



 

現 行  改 正 案  

第 6号 様 式 (第 4条関 係 ) (削 る ) 

 



 

現 行  改 正 案  

第 7号 様 式 (第 5条関 係 ) (削 る ) 

 



 


